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５．申請手続きに関することついて  

Q5-1 三世代同居又は三世代近居を行うための住宅の新築（増築、購入を含む）の場

合、契約前に補助金の内定を受けておく必要がありますか？ 

A5-1 新築、増築又は購入をした住宅は契約前に補助金の内定を受ける必要はありま

せんが、中古住宅を購入し、省エネ改修をする場合は省エネ改修の工事請負契約

前に補助金の内定を受ける必要があります。 

【新築、増築、購入の場合】 

【省エネ改修の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

Q5-2 申請はいつまでにすればいいですか？ 

A5-2 新築、増築又は購入をした住宅は三世代同居又は三世代近居を開始した（補助

対象住宅の住所地に住民票を異動した日）年度末までに申請書に必要書類を添え

て申請してください。 

   省エネ改修をする住宅は、令和６年４月１５日から令和７年１月１５日までの

間に申請書に必要書類を添えて着工前に申請してください。 

 

Q5-3 省エネ改修の補助金と国の補助金を受ける場合、契約書や見積書を分ける必要

がありますか？ 

A5-3 契約書等を２つに分ける必要はありませんが、市の補助の対象部分と国の補助

の対象部分が分かる内訳明細書を添付してください。 

 

Q5-4 今年度中に中古住宅（中古マンション）の購入と省エネ改修を行い、その後、

三世代で同居（近居）する予定ですが、住民票の異動が仕事の関係で来年度にな

る場合、補助の対象になりますか？ 

A5-4 市が要綱で指定する期日までに三世代同居又は三世代近居していないため、補

助の対象になりません。 
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Q5-5 長期優良住宅建築等計画の認定の認定証はどのようなものですか？ 

A5-5 様式の４種類のうち、いずれかを添付してください。 
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Q5-6 低炭素建築物新築等計画の認定の認定証はどのようなものですか？ 

A5-6 様式の２種類のうち、いずれかを添付してください。 
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Q5-7 建築物省エネルギー消費性能向上計画の認定証はどのようなものですか？ 

A5-7 様式の２種類のうち、いずれかを添付してください。 
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Q5-9 添付する確認済証はどのようなものですか？ 

A5-9 こちらを添付してください。 

 



  13 

Q5-9 添付する確認済証はどのようなものですか？ 

A5-9 こちらを添付してください。 

 

 

Q5-10 建築確認済証や検査済証を紛失してしまいました。再発行はしてもらえます
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か？ 

A5-10 確認済証や検査済証は再発行できませんので、建築台帳記載証明書を発行し

てもらってください。詳しい手続きに関しては下記にお問い合わせください。 

    【愛知県知多建設事務所 建築課】 

     ・木造の建築物で３階以上又は延べ床面積 500 ㎡、高さが 13ｍ以上若しく

は軒の高さが 9ｍを超えるもの 

     ・木造以外の建築物で 2 階建て以上又は延べ床面積 200 ㎡以上を超えるも

の 

    【東海市役所建築住宅課 開発指導グループ】 

     ・上記以外の建築物 

 

Q5-11 長期優良住宅等の認定証を紛失してしまいました。再発行はしてもらえます

か？ 

A5-11 再発行の可否のついては、下記にお問い合わせください。 

    【愛知県】以下の規模の場合 

     ・木造の建築物で３階以上又は延べ床面積 500 ㎡、高さが 13ｍ以上若しく

は軒の高さが 9ｍを超えるもの 

     ・木造以外の建築物で 2 階建て以上又は延べ床面積 200 ㎡以上を超えるも

の 

      ＜問い合わせ先＞ 

長期優良住宅 
愛知県建築指導課 優良住宅・相談グループ 

（052-961-9719） 

低炭素建築物 
愛知県建築指導課 建築環境グループ 

（052-954-6570） 

建築物省エネルギー

消費性能向上計画 

愛知県建築指導課 建築環境グループ 

（052-954-6570） 

 

    【東海市役所建築住宅課 開発指導グループ】 

     ・上記以外の建築物 


